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研究要旨

研究では、 ～ 歳児(一部 歳児)を「就学前児童」として包括的に捉え、今後の少子0 5 6

社会における子育て・子育ち(健全育成)の社会的サポートのあり方を検討するため、就学

前児童への社会的関わりが諸外国においてどのように実施されているのかを保育制度・幼

児教育制度の視点から捉え、我が国における今後の就学前児童ケアの方向性、そして保育

制度・幼児教育制度のあり方について考察した。

諸外国いずれの国においても、就学前児童への関わりは重要視されており、家族政策や

労働政策の状況と併せて論議されている。特に欧州各国では近年、サービスの位置づけが

福祉所管から教育所管へ移行する動きが見られており、生涯教育( ）の一life long learning

環として就学前児童へのケアをとらえようとする動きが主流となっていることが明らかに

なった。

諸外国の政策的動向及び近年の家庭生活の状況、就労環境や子どもの権利という視点等

を総合的にみると、我が国においても就学前児童に対する政策的理念を構築し、保育所と

幼稚園のサービスを「子どもの年齢」という視点で見直していくことを検討してみること

は意義があるといえる。その場合、各ステージ(子どもの成長・発達状況等)において、必

要とされるサービスに求められる質的条件を整備するという試みを同時に行うことが求め

られている。

Ａ．研究目的

就学前児童のケアのあり方は、子育て支

、 、援ニーズへの対応 保育所と幼稚園の関係

地方分権化等多くの重要課題を抱えてお

り、サービス実施方法、形態、内容ともに

大きく転換期を迎えている。我が国におい

ては長い間、就学前児童のケアは家庭及び

保育所と幼稚園の三者で分担されてきた

、 「 」が 保育システムの改革とともに 子ども

と「家庭」にとって、ふさわしい就学前児

童のケアとはどのようなものであるのかを

検討する時期にあるといえる。現在、我が

国における就学前児童のケアについては、

育児と仕事の両立支援策の中心的な対応と

して保育所を中心とした「保育サービス」

の整備という視点からの取り組みが主流と

なっている。しかし、諸外国においては、

保育(ケア)と教育（エデュケーション）の
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連携が政策の見直し事項として具体化して

いる動きも見られている。

本研究では、 ～ 歳児(一部 歳児)を0 5 6

「就学前児童」として包括的に捉え、今後

の少子社会における子育て・子育ち(健全

育成)の社会的サポートのあり方を検討す

るため、就学前児童への社会的関わりが諸

外国においてどのように実施されているの

かを保育制度・幼児教育制度がどのように

考えられているかという視点から捉え、我

が国における今後の就学前児童ケアの方向

性、そして保育制度・幼児教育制度の考え

方について考察することを目的とする。

Ｂ．研究方法

今年度は昨年度に引き続き研究協力者ご

とに対象国の分担に従い、各国の保育制度

についての現状を概観し、文献及び資料を

通して基本的項目(保育の場所、根拠法、

配置基準、専門職等)について現状把握を

おこなった。対象としたのは、アメリカ合

衆国（以下、アメリカ 、カナダ、ドイツ）

連邦共和国（以下、ドイツ 、フランス共）

（ 、 ）、 （ 、和国 以下 フランス 連合王国 以下

イギリス 、スウェーデン王国（以下、ス）

ウェーデン 、ニュージーランドの か国） 7

。 、である 最新文献の収集をベースとしたが

いくつかの国については現地調査員による

訪問調査または質問紙調査を用いた事例資

料の収集を行い、その成果をまとめた。

Ｃ．研究結果

アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、

スウェーデン、イギリス、ニュージーラン

ドの保育制度の結果一覧は別表にてまとめ

た。主な特徴を示すと以下の通りである。

○いずれの国も保育政策の重要性は高く認

識されている。家族政策的及び労働政策

の視点も関わった総合的な社会サービス

として位置づけられている。

○就学前児童に対する関わりは、その国の

歴史や伝統に強く根ざしたものであると

共に、今日の政党の動静、政策展開等が

関わっており、保育・幼児教育サービス

、 、の実施については 政策立案の視点から

その動向を捉える必要がある。

○全体として「就労支援の一環として子ど

もを持つ家庭のウェルビーイングを目指

す」タイプ 「教育との連携による就前、

児童ケア」タイプ 「ミックスタイプ」、

の三つにまとめることができる。

○本研究の意義として、直近の情報を収集

するという点が挙げられるが、スウェー

デンの保育サービスが学校庁所管となり

1996 1998( ) それに伴う根拠法の整備が、

年に完了した。イギリスも労働党政権に

なったことに関連し、同様に雇用・教育

省の管轄( )となった。これらの「福1997

祉所管→教育所管」の動きは 等欧州EU

全体の方向性とも関連しており、これら

の国の動向とともに、 全体の動向にEU

も注目する必要がある。

○保育サービスに対する量的整備の考え方

は、女性の就労状況に大きく左右されて

、 、おり 女性就労率の高い国々においては

低年齢児の託児には保育的(保健的)な視

点をより強く打ち出し、幼児の託児には

教育的な視点を強く打ち出した保育を行

っているという視点が共通しており、そ

、 。の名称や場所 利用方法等は多様である

Ｅ．結論

我が国における保育所改革は著しい動き

。 、を見せている エンゼルプランの策定以降

特別保育事業を中心として、地域の社会資

源として拡がりを見せている。保育所は長

い間、働く母親を持つ子どもの福祉を保障

することを目的に整備されてきたが、これ

は働く親への支援と子どもの育ちと双方の

生活に大きく貢献してきた。しかし、昨今
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の保育制度改革での動向を見ると、主に就

労している家庭の子ども(いわゆる「保育

に欠ける」子ども)を対象としてきた保育

所のサービスを見直す背景には、すべての

子どもに保育サービスが必要であるとの認

識があると言える。また、保育所による集

団保育サービスだけでなく、家庭的保育サ

ービスの重要性が子どもの発達・成長の視

点からもその重要性が指摘されるなど、形

態や方法も様々になってきており、多様な

保育サービスの萌芽がみられる。これを牽

引しているものの一つには、働く親への支

援という視点からのサービス提供があり、

労働省の育児休業制度やファミリーサポー

トセンター事業といった公的政策もそれを

応援している。この二つの方向からの子育

て支援が、我が国の子育て家庭のニーズに

合致する方向へと充実していくためには、

国として、社会としての一つの可能な限り

の合意を伴うトータルな理念型を有するこ

とが求められている。この方向は今回の諸

外国の調査を通じてとくに確かめられるこ

とである。共通理念のもとに、それを達成

・実現していくために多方面からのアプロ

ーチが効果を発揮するということが、諸外

国の文献調査から読みとれる。今、児童福

祉から子ども家庭福祉という政策的な転換

の過渡期にあると言われるが、それを実質

的なものとして充実していくためにも、保

育サービスを含む就学前児童へのケアのあ

り方の理念や方針を総合的に確立していく

ことが重要である。

子育て支援が、国として、社会としての

一つの可能な限りの合意を伴うトータルな

理念型を持つということは、女性の就労支

援だけに止まらず、よりよい家庭生活の充

実がすべての国民の基盤として確保される

ためにすべての国民に必要なサービスとし

ての合意を形成することが必要であるとい

うことでもある。また、サービスの直接的

な受け手である子どもたち自身の育ちをで

きるだけ良好な環境として整備することの

必要性についても合意形成することが求め

られる。

それらの合意がある程度達成されること

により、就学前児童に対する社会的支援サ

ービスの再構築・再編成を行い、保育所と

幼稚園の経営・運営的視点からだけではな

い「幼保問題」の見直しを行うことが可能

となるだろう。たとえばサービスを「子ど

もの年齢」という視点で統合することも一

つである。その場合、各ステージ（子ども

の成長・発達状況、障害の状況等）におい

て、必要とされるサービスに求められる質

的条件を整備するという試みが必要とされ

る。

具体的なサービス形態については、今後

も検討が必要であるが、諸外国の例を参考

としてみると、たとえばフランスのように

年齢による一元型サービスを志向していく

ことも、有力な可能性として示唆できる。

また、ある程度のサービス整備が進んだ

後では、義務教育の幼児年齢への低下とい

う問題も浮上してくるであろう。

いずれにしても、諸外国の動きを参考とす

ると、現在の我が国の就学前ケアの体系は

見直しが求められており、それが国民生活

の実態、利用者のﾆｰｽﾞ、これからの子ども

の養育環境すべてにとって必要なことでは

ないかと考えられるだろう。

Ｆ．研究発表

論文発表 日本子ども家庭総合研1.

究所紀要第 集36

学会発表 年度日本保育学会2. 2000

発表予定
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各国保育制度の特徴

ｱﾒﾘｶ 就労支援としての 貧困対策としての 自由契約としての 州ごとの多様な保

保育 保育 保育 育制度

ｶﾅﾀﾞ 低所得家庭への保 中流階層家庭への 家庭的保育を中心 州ごとの多様な保

育による支援 教育支援的保育 としたサービス 育制度

ﾄﾞｲﾂ 学童期までの総合 3歳以上の就園権 州ごとの多様な保 保育者の多様な資

的保育 育制度 格

ｲｷﾞﾘｽ 就学前児童ケアの 福祉的対応として 民間主体の保育 多様な保育サービ

教育所管への一元 の保育 スの形態

化

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 就学前児童ケアの 家庭育児との連動 家庭的な園舎建築 保育所単位の運営

教育所管への一元 と保育スタイル 責任方式の導入に

化 よる効率化の促進

ﾌﾗﾝｽ 特有スタイルの幼 2歳児からの就園 家庭的保育者の個 乳幼児手当による

保一元化と保健重 人事業化 保育サービスの利

視 用

ﾆｭｰｼﾞｰ 就学前児童ケアの 疑似バウチャー 親教育・家庭支援

----------------------ﾗﾝﾄﾞ 教育所管への一元 制度 の改革

化

（出典）平成10年度厚生科学研究（子ども家庭総合研究事業）報告書5/6､P425を加筆修正
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